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本報告書本文中に用いる分析の結果を表す用語の取扱いについて 

 

本報告書の本文中「３ 分 析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりと

する。 

 

① 断定できる場合 

・・・「認められる」 

 

② 断定できないが、ほぼ間違いない場合 

・・・「推定される」 

 

③ 可能性が高い場合 

・・・「考えられる」 

 

④ 可能性がある場合 

・・・「可能性が考えられる」 

・・・「可能性があると考えられる」 
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鉄道事故調査報告書 

 

鉄道事業者名：東日本旅客鉄道株式会社 

事 故 種 類 ：踏切障害事故 

発 生 日 時 ：平成２８年１１月６日 １１時３８分ごろ 

発 生 場 所 ：宮城県遠田
と お だ

郡美里
み さ と

町
まち

 

陸羽
り く う

東線
とうせん

 小牛田
こ ご た

駅～北浦
きたうら

駅間（単線） 

八丁ノ目
はっちょうのめ

踏切道（第４種踏切道：遮断機及び警報機なし） 

小牛田駅起点１ｋ７８２ｍ付近 

 

平成２９年６月２６日 

運輸安全委員会（鉄道部会）議決 

委 員 長  中 橋 和 博 

委   員  奥 村 文 直（部会長） 

委   員  石 田 弘 明 

委   員  石 川 敏 行 

委   員  岡 村 美 好 

委   員  土 井 美和子 

 

１ 調査の経過 

1.1 事故の概要 東日本旅客鉄道株式会社の陸羽東線小牛田駅発鳴子
な る こ

温泉
おんせん

駅行きの下り普通第

８７３１Ｄ列車の運転士は、平成２８年１１月６日（日）、小牛田駅～北浦駅

間を走行中、八丁ノ目踏切道（第４種踏切道）に進入してきた軽貨物自動車を

認め、直ちに気笛を吹鳴するとともに非常ブレーキを使用したが、列車は同軽

貨物自動車と衝突した。 

この事故により、同軽貨物自動車の運転者が死亡した。 

1.2 調査の概要 本事故は、鉄道事故等報告規則第３条第１項第４号に規定する踏切障害事故

に該当し、かつ、運輸安全委員会設置法施行規則第１条第２号ハに規定する

‘踏切遮断機が設置されていない踏切道において発生したものであって、死亡

者を生じたもの’に該当するものであることから、調査対象となった。 

運輸安全委員会は、平成２８年１１月７日、本事故の調査を担当する主管調

査官ほか１名の鉄道事故調査官を指名した。 

東北運輸局は、本事故調査の支援のため、職員を事故現場等に派遣した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

 

２ 事実情報 

2.1 運行の経過 (1) 列車の概要 

陸羽東線 小牛田駅発 鳴子温泉駅行き 

下り普通第８７３１Ｄ列車 ２両編成 ワンマン運転 

(2) 運行の経過 

東日本旅客鉄道株式会社（以下「同社」という。）の下り普通第８７３１

Ｄ列車（以下「本件列車」という。）の運転士及び特改車掌*1（以下「車

掌」という。）の口述によると、本件列車の運行の経過は概略次のとおりで

                                                                                             
*1 「特改車掌」とは、旅客列車において、車内巡回による旅客案内、車内改札、運賃精算業務のために乗務している

車掌をいう。 
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あった。 

① 運転士 

本件列車は小牛田駅（小牛田駅起点０ｋ０００ｍ、以下「小牛田駅起

点」は省略する。）を定刻（１１時３２分）から約２分遅れで出発した。

速度制限７５km/hの曲線を通過後、速度８０km/hくらいまで力行
りきこう

してい

き、第４種踏切道*2である八丁ノ目踏切道（１ｋ７８２ｍ、以下「本件踏

切」という。）の２０～３０ｍ手前の位置において、左側（以下、車両は

前から数え、前後左右は列車の進行方向を基準とする。）から軽貨物自動

車（以下「軽トラック」という。）が本件踏切の踏切注意柵に差し掛かっ

ているのを認めたため、気笛を吹鳴するとともに非常ブレーキを使用し

たが間に合わず、本件列車は本件踏切内に進入してきた軽トラックと衝

突した。 

軽トラックと衝突した時の本件列車の速度は８０～８５km/hくらいで

あった。 

衝突後、床下から何かを巻き込んだような音と振動があり、本件列車

前面に砂ぼこりが立ち込め、前が見えなかった。１５０～２００ｍくら

い北浦駅方に走行し、本件列車が停止してから防護無線を発報した。そ

の後、車掌に乗客の対応を依頼して、列車無線で指令に事故の発生と防

護無線を発報したことを連絡した。 

② 車掌 

本件列車は小牛田駅を約２分遅れで出発した。本件列車の１両目から

２両目まで車内巡回を行い、１両目の運転席助士側に移動して前方を向

いて立っていた。 

前方を見ていると、本件踏切の左側から「そろそろ」という感じで軽

トラックが止まらずに本件踏切内に入ってきた。軽トラックの運転者

（以下「軽トラック運転者」という。）は本件列車の方を見ることなく、

北浦駅方を見ながら運転しているのが見えた。さらに、本件列車が本件

踏切に近づくにつれて、軽トラック運転者の後頭部が見えた。 

軽トラックが進入してから、本件列車は１～３秒程度で軽トラックと

衝突し、大きな音と振動があって、砂ぼこりが舞った。 

本件列車停止後、業務用携帯電話で運輸区に状況報告を行い、車内放

送で乗客に事故があったことと、かなりの時間停止することが見込まれ

るため、本件列車から降りないでほしいという内容を繰り返し伝えた。 

その後、１２時ごろまでに応援の同社社員が到着し、乗客全員に列車

の２両目へ移動してもらった。同社社員が２両目の後方貫通扉に折り畳

み式のはしごをかけたので、応援の同社社員と一緒に、乗客に本件列車

から降車してもらうよう案内を行った。乗客は１４時ごろまでに同社社

員が本件踏切付近に待機していたバス及びタクシーに案内し、目的地ま

で輸送した。 

 

                                                                                             
*2 「鉄道に関する技術上の基準を定める省令」（平成１３年国土交通省令第１５１号）第４０条（踏切道）の規定によ

り、踏切道は、踏切保安設備（踏切遮断機及び踏切警報機）を設けたものでなければならないとされている。ただし、

本件踏切のような‘踏切遮断機及び踏切警報機が設けられていない第４種踏切道’については、「鉄道に関する技術上

の基準を定める省令の施行及びこれに伴う国土交通省関係省令の整備等に関する省令」（平成１４年国土交通省令第 

１９号）第３条（経過措置）の規定により、この省令の施行後最初に行う改築又は改造の工事が完成するまでの間は、

「なお従前の例によることができる」とされている。 
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(3) 運行状況の記録 

本件列車にはＡＴＳ車上装置（自動列車停止装置）が装備されており、

時刻、現在速度及び位置情報等の主な記録は表１のとおりであった。 

 

表１ ＡＴＳ車上装置の主な動作記録 

時 分 秒 
現在速度 

（km/h） 

位置情報 

（ｍ） 
列車の状況 

１１ ３８ ４４.０ ８０.０ １,５８５.４５ 加速中 

― ― ― ― ―  

１１ ３８ ５２.０ ８５.０ １,７６９.８７  

１１ ３８ ５２.２ ８５.２ １,７７４.６２  

１１ ３８ ５２.４ ８５.２ １,７７９.３８ 手動常用ブレーキ操作 

― ― ― ― ―  

１１ ３８ ５３.２ ８５.５ １,７９６.４０ 手動非常ブレーキ操作 

― ― ― ― ―  

１１ ３８ ５５.２ ７９.５ １,８４２.７６ 滑走検知 

１１ ３８ ５５.４ ７８.３ １,８４７.１６  

１１ ３８ ５５.６ ７７.１ １,８５１.５２  

― ― ― ― ―  

１１ ３９ ８.２ ０.９ ２,０８０.７３  

１１ ３９ ８.４ ０.３ ２,０８３.６５  

１１ ３９ ８.６ ０.１ ２,０８６.５５  

１１ ３９ ８.８ ０.０ ２,０８９.４２  

※１ ＡＴＳ車上装置に記録された時刻、現在速度及び位置情報には誤差が内在

している可能性がある。 

※２ ＡＴＳ車上装置は、減速度６km/h/sを超過したときに滑走したものと判定

している。 

※３ 時刻、現在速度及び位置情報の「－」は中略を示す。 

2.2 人の死亡、負

傷の状況 

死亡：１名（軽トラック運転者 男性 ８２歳） 負傷：なし 

（本件列車：乗客６５名、運転士１名及び車掌１名が乗車） 

2.3 鉄道施設等の

概要 

(1) 本件踏切の概要 

同社から提出された平成２６年度踏切台帳等によると、本件踏切の概要

は次のとおりであった。 

① 踏切長   ：６.０ｍ 

② 踏切幅員  ：３.０ｍ 

③ 踏切交角  ：９０° 

④ 踏切見通距離*3 （列車から踏切、小牛田駅方）    ：７７０ｍ 

（通行者から踏切、軽トラック進入側）：１２０ｍ 

⑤ 列車見通距離*4 （軽トラック進入側、小牛田駅方）  ：８８０ｍ 

（軽トラック進入側、北浦駅方）   ：５１０ｍ 

⑥ 踏切道の舗装：木（敷板） 

⑦ 鉄道交通量 ：４９本／日（１時間当たり最大５本） 

（１１時～１２時の間は、１時間当たり最大２本） 

 

                                                                                             
*3 「踏切見通距離」とは、（列車から）列車の運転席から当該軌道の踏切道を見通し得る最大距離及び（通行者から）

道路通行者が道路中心線上１.２ｍの高さにおいて踏切道を判別し得る最大距離をいう。 

*4 「列車見通距離」とは、踏切道と線路の交点から踏切道外方の道路中心線上５ｍ地点における１.２ｍの高さにおい

て見通すことができる列車の位置を、踏切道の中心線から列車までの距離で表したものをいう。 
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⑧ 道路交通量 ： １台／日（三輪以上の自動車） 

４８台／日（二輪） 

０台／日（軽車両（自転車を含む。）） 

３６人／日（歩行者） 

⑨ 交通規制  ：種別：法規制、内容：Ｂ規制*5 

⑩ 軽トラック進入側道路勾配：上り４％ 

(2) 本件踏切の状況 

本件踏切に接続する道路側に停止線はなく、自動車の通行を規制する道

路標識は設置されていなかった。 

図１及び写真１に示すように、本件踏切には、軽トラック進入側から向

かって左側にクロスマーク及び注意喚起看板、左右に踏切注意柵、線路を

渡った左側に小牛田駅方と北浦駅方の線路内を確認できる踏切反射鏡が設

置されていた。また、同社独自の取組として、ストップサイン*6が右側に設

置されていた。 

同社が平成２８年９月３０日に本件踏切の敷板やストップサイン等の点

検を実施した記録によれば、異常はなかった。 

同社によると、本件踏切における事故については、記録のある昭和６２

年以降発生していないとのことであった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 本件踏切周辺設備の位置関係 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                             
*5 「Ｂ規制」とは、「自動二輪車、小型特殊自動車及び軽自動車以外の自動車の通行を禁止する措置」をいう。 
*6 「ストップサイン」とは、夜間において灯火を点滅させて踏切の見落としがないよう通行者に注意を促すことを目

的とした踏切注意看板をいう。 
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ッ
・
・・
・・
・
・・ 踏切注意柵 
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列車見通写真撮影位置 ③
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軽
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約 3.6m 

約 2.4m 
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約 3.1m 
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幅員約 3.0m 

約 5.0m 

約 2.4m 

① ② 
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写真１ 本件踏切周辺の状況 

（本事故発生当日同社撮影 図１の③から本件踏切方向を撮影） 

 

(3) 事故現場付近の線形及び列車最高速度 

本件踏切付近の線形は、０ｋ９５０.０ｍから３ｋ７１４.０ｍまで直線

であり、０ｋ７８５.３ｍから２ｋ１９２.８ｍまで１.５‰の上り勾配と

なっている。また、小牛田駅～鳴子温泉駅間の列車最高速度は９５km/hと

なっている。 

なお、同社によると、平成１１年１１月以降、定期列車の車両の置き換

えを実施している。置き換えた車両を対象に、本件踏切を通過する列車の

最高速度を向上（小牛田駅～鳴子温泉駅間を走行する置き換え車両の最高

速度は８５km/hから９５km/hへ向上）しており、注意喚起看板は同時期に

設置したものと思われるとのことであった。 

(4) 気笛吹鳴標識の設置状況 

同社によると、踏切通行者に列車の接近を知らせる気笛吹鳴を運転士に

指示する気笛吹鳴標識は、本事故発生後の平成２８年１１月末日時点で、

本件踏切を含めた陸羽東線にある第４種踏切道には設置されていないとの

ことである。 

(5) 本件踏切の周辺にある踏切道の状況 

本件踏切の小牛田駅方約３８０ｍの位置に彫堂
いりどう

踏切道（第１種踏切道）

があり、北浦駅方約５７５ｍの位置に一本松
いっぽんまつ

踏切道（第１種踏切道）があ

る。同社により提出された平成２６年踏切台帳及び道路管理者である美里

町（以下「同町」という。）の道路種別情報によると、各踏切道の概要は表

２に示すとおりである。 
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Ｊ
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仙
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表２ 本件踏切周辺の踏切道の概要 

踏切道名称 彫堂踏切道 一本松踏切道 

キロ程 １ｋ４０２ｍ ２ｋ３５７ｍ 

種別 第１種 第１種 

本件踏切までの距離 約３８０ｍ 約５７５ｍ 

踏切長 ６.４ｍ ６.５ｍ 

踏切幅員 ４.０ｍ ６.０ｍ 

踏切道の舗装 木（敷板） 簡易連接軌道*7 

道路交通量 

三輪以上の自動車 

二輪 

自転車を含む軽車両 

歩行者 

 

１,８４７台／日 

３０台／日 

１８５台／日 

２８１人／日 

 

２６４台／日 

３７台／日 

０台／日 

３４人／日 

交通規制 なし なし 

道路種別 町道 町道 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２ 本件踏切周辺の踏切道 

 

(6) 本件踏切の周辺にある踏切道の動作状況 

本件踏切の北浦駅方にある一本松踏切道の中心から約９４８ｍ小牛田駅

方（１ｋ４０９ｍ付近、本件踏切中心から約３７４ｍ小牛田駅方）に一本

松踏切道の警報を動作させる列車検知装置がある。 

その記録によると、本件列車を検知して、一本松踏切道の警報動作が開

始された時刻は午前１１時３８分０６秒ごろであった。（時刻は補正済みで

ある。） 

(7) 本件踏切に接続している道路の概要 

軽トラック進入側の本件踏切に接続している道路は、同町が管理する幅

約２.５ｍの未舗装の「農道」であり、線路の左側を並行に通っている農道

と接続している。 

本件踏切を背にして軽トラックが進入した側の直進方向の農道には、右

側に「踏切あり」の道路標識が建植されていた。更に農道を直進すると、

農道の左側に堆肥置場があり、農道を本件踏切の方向へ振り返ると、写真

２に示すように本件踏切及びその周辺を広く見渡すことができた。 

                                                                                             
*7 「簡易連接軌道」とは、コンクリートまくらぎとゴム製受け台及びコンクリート製のパネルにより構成されたもの

をいう。 

本件踏切 

一本松踏切道 

彫堂踏切道 

108 

（この図は、国土地理院の地理院地図（電子国土 web）を使用して作成） 

N 

堆肥置場 

一本松踏切道 

列車検知点 
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線路と並行に通っている農道において、北浦駅方から本件踏切に向かっ

て走行してきた場合、写真３のＡに示すように小牛田駅方を遠方まで見通

すことができた。また、小牛田駅方から本件踏切に向かって走行してきた

場合、写真３のＢに示すように北浦駅方を遠方まで見通すことができた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真２ 図２のＡから本件踏切方向を撮影 

 

 

 

 

 

 

 

写真３ 線路と並行に通っている農道からの見通し状況 

 

軽トラック進出側の道路も同町の管理する農道であり、本件踏切を背に

直進すると国道１０８号線（小牛田バイパス）に接続している。 

(8) 軽トラック運転者から見た見通し状況 

本件踏切に近づき、地上から約１.６ｍの高さを軽トラック運転者の目線

と仮定したところ、踏切見通距離を確認した位置（本件踏切中心から約５

ｍ離れた位置）及び踏切注意柵の位置（本件踏切中心から約３.６ｍ離れた

位置）における小牛田駅方は、写真４のＡ及び写真４のＣに示すように遠

くまで見通すことができた。 

一方、本件踏切中心から約５ｍ離れた位置における北浦駅方は、写真４

のＢに示すように、本件踏切の約２０ｍ手前に接近した列車がすすきに

よって見えにくい状況であったが、踏切注意柵の位置では写真４のＤに示

すように、遠くまで見通すことができた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本件踏切 

周辺拡大 

「踏切あり」 

道路標識 

Ａ Ｂ 
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写真４ 軽トラック進入側からの見通し 

 

(9) 列車から見た本件踏切付近の見通し状況 

本事故発生後に、小牛田駅から北浦駅に向けて走行する列車の１両目の

運転席助士側から見通し状況を確認したところ、本件踏切より小牛田駅方

にある彫堂踏切道付近では、写真５に示すように、約３８０ｍ離れた本件

踏切まで見通すことができる状況であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真５ 列車から見た本件踏切付近の見通し状況 

 

 

 

 

 

本件踏切 

（約３８０ｍ先） 

彫堂踏切道 

北浦駅方 

線路中心から約５ｍ地点の小牛田駅方の見

通し 

（図１見通写真撮影位置②から本件踏切に

接近する列車を撮影） 

線路中心から約５ｍ地点の北浦駅方の見

通し 

（図１見通写真撮影位置①から本件踏切

に接近する列車を撮影） 

本件踏切の約２０ｍ手前

に接近した列車 
Ａ Ｂ 本件踏切の約５０ｍ手前

に接近した列車 

線路中心から約３.６ｍ地点の小牛田駅

方の見通し 

（踏切注意柵の位置からの見通し状況） 

Ｃ 

線路中心から約３.６ｍ地点の北浦駅方

の見通し 

（踏切注意柵の位置からの見通し状況） 

Ｄ 

踏切注意柵 踏切注意柵 
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(10) 鉄道車両の概要 

表３ 鉄道車両の諸元 

 仕様 備考 

車種 １１０系気動車  

記号番号 キハ１１１－２１６ １両目 

車両重量 ３１.７ｔ 空車時 

車両長 ２０.５ｍ  

車体幅 ２.９２８ｍ  

非常ブレーキ減速度 ３.５km/h/s  

空走時間 １.０秒以内  

 

(11) 軽トラックの概要 

表４ 軽トラックの諸元 

 仕様 備考 

種別 軽自動車 用途：貨物 

全長 ３.２５ｍ  

全幅 １.３９ｍ  

全高 １.７５ｍ  

車両重量 ７２０kg  

総排気量 ０.６５Ｌ  

なお、車両はマニュアルトランスミッション、車体色は白であった。 

2.4 鉄道施設等の

損傷状況 

(1) 鉄道施設 

本件踏切内には、軽トラックと本件列車が衝突した痕跡は見られなかっ

たが、本件踏切から本件列車が停止した地点まで線路右側の砂利盛りが崩

れていたほか、ＡＴＳ地上子の破損、レール及びＰＣまくらぎに擦過痕が

あった。 

(2) 鉄道車両 

写真６に示すように、主な損傷箇所として、前面右側下のスカート*8が後

方に大きく変形しており、レール頭頂面からの高さが約８０cmの位置にあ

る連結器などが破損していた。 

また、前面右側の尾灯掛け*9の変形、右側前端部ドアの開閉不能、乗務員

昇降ステップの変形、車両塗装色である緑色塗料の剝離、車体のへこみ及

び擦過痕があり、本件列車前面全体に堆肥が付着していた。 

さらに、列車が滑走した時にできたと思われる滑走痕が１両目の前台車

左側前輪の踏面に確認された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                             
*8 「スカート」とは、機関車及び旅客車の床下の機器を保護するため又は形状を整えるため、前頭又は側に沿って、

台枠の下部に設けた覆いをいう。 

*9 「尾灯掛け」とは、臨時に列車の最後部を示すための移動式の標識灯を設置する部分をいう。 
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写真６ 鉄道車両の主な損傷箇所 

 

(3) 軽トラック 

写真７に示すように、軽トラックの右側が運転席後部あたりから荷台に

かけて破損しており、地面からの高さ約８０cmの荷台中心あたりに衝突痕

があった。 

また、運転席窓上部に列車の塗装色と同色の緑色の塗料が付着し、荷台

に堆肥を積んでいた痕跡があった。 

なお、本件踏切がある地域を管轄する警察署（以下「地元警察」とい

う。）によると、軽トラック運転者はシートベルトを着用していたとのこと

であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真７ 軽トラックの損傷状況 

2.5 乗務員等に関

する情報 

(1) 運転士       男性 ２８歳 

甲種内燃車運転免許            平成２８年 ３ 月 ９ 日 

甲種電気車運転免許            平成２３年 ９ 月２９日 

(2) 車掌        男性 ４３歳 

(3) 軽トラック運転者  男性 ８２歳 

中型自動車免許 

免許の条件等：中型車は中型車（８ｔ）に限る 

直近の運転免許更新                平成２６年４月 

本件列車 
進行方向 

緑色塗料付着拡大 

衝突痕 

地面から 

約 80cm 

連結器破損 

車両前面右側 

車両前面左側 

スカート変形 

尾灯掛け 

変形 
右側前端部ドア 

開閉不能 

前面に堆肥が付着 

車両前面 

連結器破損 スカート変形 

塗装剝離 

へこみ 

擦過痕 

昇降ステップ 

変形 
レール頭頂面 

からの高さ 

約８０cm 
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2.6 気象 晴れ 

2.7 その他の情報 (1) 本件列車の停止位置 

同社によると、本件列車の停止位置は１ｋ９７８ｍ付近（本件踏切中心

付近から約１９６ｍ北浦駅方）とのことであった。 

(2) 軽トラック運転者に関する情報 

軽トラック運転者の親族によると、軽トラック運転者は同町に約５０年

居住し、軽トラックには乗り慣れていて周辺地理に詳しく、普段から家庭

菜園で畑作業をしており、いたって健康であったとのことである。 

当日は朝６時ごろ起床し、ふだんと変わらない様子で朝食をとり、朝９

時ごろ軽トラックで出掛けたようで、以前から知人に畑にまく堆肥を持っ

ていっていいと言われていたことから、本件踏切の軽トラック進入側にあ

る知人の所有する堆肥置場へ堆肥を取りに行ったのではないか、とのこと

であった。 

(3) 第４種踏切道の統廃合に向けた同社の取組及び事故後の対応 

同社は、第４種踏切道の統廃合について、同町を含む自治体と統廃合に

関する協議及び文書の取り交わしを行っている。 

同社は、同町に存在する第４種踏切道に対し、平成２６年６月以降、道

路や田畑の整備、それに伴う耕作者の変化、農地から宅地等への転換等に

よる環境の変化を考慮した上で、第４種踏切道の廃止に関して表５のとお

り文書の取り交わしを行っていた。 

 

表５ 本件踏切を含む第４種踏切道に対する文書の取り交わし内容 

同社 同町 

依頼年月 同社から同町への照会内容 回答年月 同町から同社への回答内容 

平成２６年 

１２月 

同町へ下記検討依頼を実施 

・同町内にある２箇所の第

４種踏切道の廃止 

 

上記事項の文書による回答

を要請 

平成２７年 

１月 

２箇所のうち八丁ノ目踏切

道については彫堂踏切道の

道路改良の計画があり、拡

幅工事で安全性が確保され

れば地元区の廃止への理解

が得られると考えているの

で、整備の協力をお願いし

たい。 

平成２８年 

８月 

同町へ下記検討依頼を実施 

・同町内にある（町境にあ

る１箇所の踏切道を追加

した）３箇所の第４種踏

切道の廃止 

 

上記事項の文書による回答

を要請 

平成２８年 

９月 

３箇所のうち八丁ノ目踏切

道については彫堂踏切道の

道路改良に伴う整理統廃合

の適用箇所であるため、利

用者の理解をいただくよう

努力する。 

 

本事故発生後、同社、同町及び地元警察の３者は、本件踏切の安全対策

について協議を実施した。 

３者による協議後、同町は本件踏切周辺にある水田の地権者と協議し、

本件踏切を廃止することについて了承を得たことから、2.3(5)に記述した

本件踏切から小牛田駅方にある彫堂踏切道の道路改良に伴う整理統廃合を

早め、本件踏切を前倒しして廃止することを決定した。 
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本事故から本件踏切の廃止までの経緯は表６に示すとおりとのことであ

る。 

本件踏切の廃止に伴い、農道に設置されていた「踏切あり」の道路標識

は同町で撤去したとのことである。 

 

表６ 八丁ノ目踏切道廃止に向けた経緯 

年月日 実施内容 

平成２８年１１月 ６日 本件踏切にて踏切障害事故発生 

平成２８年１１月１４日 

同町、地元警察、同社の３者で現地調査を実施し、危

険箇所と判断し、再発防止のため閉鎖することとなっ

た。また、廃止手続も並行して行うこととした。 

平成２８年１１月３０日 
同社から同町に本件踏切の廃止に関する協議書が提出

された。 

平成２８年１２月 １日 
同社が同町から「八丁ノ目踏切道」の廃止同意書を受

理 

平成２８年１２月１４日 
本件踏切閉鎖（同町による通行禁止措置及び同社によ

る踏切廃止） 

平成２９年 ３月 ６日 本件踏切設備撤去完了 

 

また、本事故発生後、同町は、地元警察からの依頼により、同町が平成

２８年１２月１日に発行した広報誌で、踏切横断に関する注意事項等の啓

発活動を行ったとのことである。 

(4) 陸羽東線の除草について 

線路脇に生えているすすき等の雑草について、同社は、特別列車の試運

転（平成２８年１２月１３日）に伴い、平成２８年１０月中旬に陸羽東線

の計２９か所の除草計画を立てており、平成２８年１１月４日から除草が

行われていた。 

なお、本件踏切周辺の除草は平成２８年１１月２１日に行われた。 

 

３ 分析 

(1) 本件列車と軽トラックの衝突に関する分析 

2.1(2)に記述した運転士及び車掌の口述を総合すると、運転士は本件踏切手前で左側から進

入してきた軽トラックを認め、非常ブレーキを使用したが、本件列車は本件踏切において軽ト

ラックと衝突し、2.7(1)に記述したように、本件踏切中心付近から北浦駅方へ約１９６ｍ行き

過ぎて停止したものと推定される。 

本件列車と軽トラックが衝突した時の速度については、2.1(2)に記述した運転士の口述によ

れば、軽トラックを認めて非常ブレーキを使用したが、本件列車は速度８０～８５km/hで軽ト

ラックと衝突したとのことである。2.1(3)表１に記述したＡＴＳ車上装置の記録によれば、非

常ブレーキを操作した時の速度は８５.５km/hであった。また、ＡＴＳ車上装置が車輪の滑走を

判定している記録があり、2.3(10)表３に記述した非常ブレーキ減速度（３.５km/h/s）を大き

く上回る減速度（６.０km/h/s）となっていることから、本件列車と軽トラックが衝突して軽ト

ラックを引きずったことにより、減速度が上回った可能性があると考えられる。したがって、

本件列車と軽トラックが衝突した時の速度は、ＡＴＳ車上装置が滑走を判定した速度である 

７９.５km/h前後であったと考えられる。 

なお、2.4(2)に記述した本件列車の連結器高さと、2.4(3)に記述した軽トラックの荷台高さ

が約８０cmとほぼ同じであること、2.4(3)に記述したように、軽トラック運転席窓上部に本件
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列車右側面の緑色塗料と同色の塗料が付着していたことから、主に列車の前面中央が軽トラッ

クの荷台中央付近に衝突した後、軽トラック運転席窓上部が本件列車前面右側に衝突したと推

定される。 

(2) 本件列車と軽トラックが衝突した時刻に関する分析 

2.3(6)に記述したように、本件踏切の北浦駅方にある一本松踏切道の列車検知装置が本件列

車を検知して警報動作を開始した時刻は１１時３８分０６秒であった。また、３(1)で分析した

ように、本件列車の本件踏切における速度は最低でも約７９.５km/hであり、2.3(6)に記述した

ように、一本松踏切道の小牛田駅方にある列車検知装置の位置から本件踏切までの距離は約 

３７４ｍであることから、本件列車が彫堂踏切道から本件踏切まで最も時間が掛かった場合で

も約１７秒で到達したと考えられることから、本件列車と軽トラックが衝突した時刻は１１時

３８分ごろであったと考えられる。 

(3) 軽トラックが本件踏切に進入したことに関する分析 

2.3(8)に記述したように、軽トラックが本件踏切に進入した方向の踏切注意柵の位置から小

牛田駅方及び北浦駅方を共に遠くまで見通すことができた。しかしながら、北浦駅方について

は本件踏切中心から約５ｍの地点ではすすきによって接近する列車が見えにくかったこと、

2.1(2)に記述したように、車掌は、「軽トラック運転者は本件列車の方を見ることなく、北浦駅

方を見ながら運転しているのが見えた」と口述していることから、軽トラック運転者が列車の

接近する方向とは反対方向の北浦駅方に視線を向けて本件踏切に軽トラックを進入させたた

め、小牛田駅方から走行してきた本件列車と衝突した可能性があると考えられるが、軽トラッ

ク運転者が死亡していることから詳細を明らかにすることはできなかった。 

 

４ 原因 

本事故は、踏切遮断機及び踏切警報機が設けられていない第４種踏切道である八丁ノ目踏切道に

列車が接近している状況において、軽貨物自動車が同踏切道内に進入したため、列車と衝突したこ

とにより発生したものと推定される。 

列車が接近している状況において、同軽貨物自動車が同踏切道内へ進入したことについては、同

軽貨物自動車の運転者が列車の接近する方向とは反対方向に視線を向けていたことが関与した可能

性があると考えられるが、同軽貨物自動車の運転者が死亡していることから詳細を明らかにするこ

とはできなかった。 

 

５ 事故後に講じられた措置 

本事故発生後、同社、同町及び地元警察の３者は、本件踏切の安全対策について協議を実施し

た。 

３者による協議後、同町は本件踏切周辺にある水田の地権者と協議し、本件踏切を廃止すること

について了承を得たことから、本件踏切より小牛田駅方にある彫堂踏切道の道路改良に伴う整理統

廃合を早め、本件踏切を前倒しして廃止することを決定した。 

平成２８年１２月１４日に、同町はバリケード、通行止め看板及びお知らせ看板により本件踏切

道の閉鎖を行い、同社は本件踏切の廃止を行った。 

 


